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○

気
候
変
動
適
応
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
五
十
号
）
（
抄
）

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
六
条
）

第
二
章

気
候
変
動
適
応
計
画
（
第
七
条
―
第
十
条
）

第
三
章

気
候
変
動
適
応
の
推
進
（
第
十
一
条
―
第
十
五
条
）

第
四
章

補
則
（
第
十
六
条
―
第
二
十
条
）

附
則

第
一
章

総
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
地
球
温
暖
化
（
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
球
温
暖
化
を
い
う
。
）

そ
の
他
の
気
候
の
変
動
（
以
下
「
気
候
変
動
」
と
い
う
。
）
に
起
因
し
て
、
生
活
、
社
会
、
経
済
及
び
自
然
環
境
に
お
け
る
気
候
変
動
影
響
が
生
じ
て
い
る
こ
と
並
び
に
こ

れ
が
長
期
に
わ
た
り
拡
大
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
気
候
変
動
適
応
に
関
す
る
計
画
の
策
定
、
気
候
変
動
影
響
及
び
気
候
変
動
適
応
に
関
す
る
情
報
の
提
供
そ
の

他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
気
候
変
動
適
応
を
推
進
し
、
も
っ
て
現
在
及
び
将
来
の
国
民
の
健
康
で
文
化
的
な
生
活
の
確
保
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
気
候
変
動
影
響
」
と
は
、
気
候
変
動
に
起
因
し
て
、
人
の
健
康
又
は
生
活
環
境
の
悪
化
、
生
物
の
多
様
性
の
低
下
そ
の
他
の
生
活
、
社
会
、

経
済
又
は
自
然
環
境
に
お
い
て
生
ず
る
影
響
を
い
う
。

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
気
候
変
動
適
応
」
と
は
、
気
候
変
動
影
響
に
対
応
し
て
、
こ
れ
に
よ
る
被
害
の
防
止
又
は
軽
減
そ
の
他
生
活
の
安
定
、
社
会
若
し
く
は
経
済
の
健

全
な
発
展
又
は
自
然
環
境
の
保
全
を
図
る
こ
と
を
い
う
。

第
二
章

気
候
変
動
適
応
計
画

（
気
候
変
動
適
応
計
画
の
策
定
）

第
七
条

（
略
）

２

気
候
変
動
適
応
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

計
画
期
間

二

気
候
変
動
適
応
に
関
す
る
施
策
の
基
本
的
方
向
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三

気
候
変
動
等
に
関
す
る
科
学
的
知
見
の
充
実
及
び
そ
の
活
用
に
関
す
る
事
項

四

気
候
変
動
等
に
関
す
る
情
報
の
収
集
、
整
理
、
分
析
及
び
提
供
を
行
う
体
制
の
確
保
に
関
す
る
事
項

五

気
候
変
動
適
応
の
推
進
に
関
し
て
国
立
研
究
開
発
法
人
国
立
環
境
研
究
所
（
以
下
「
研
究
所
」
と
い
う
。
）
が
果
た
す
べ
き
役
割
に
関
す
る
事
項

六

地
方
公
共
団
体
の
気
候
変
動
適
応
に
関
す
る
施
策
の
促
進
に
関
す
る
事
項

七

事
業
者
等
の
気
候
変
動
適
応
及
び
気
候
変
動
適
応
に
資
す
る
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
事
項

八

気
候
変
動
等
に
関
す
る
国
際
連
携
の
確
保
及
び
国
際
協
力
の
推
進
に
関
す
る
事
項

九

気
候
変
動
適
応
に
関
す
る
施
策
の
推
進
に
当
た
っ
て
の
関
係
行
政
機
関
相
互
の
連
携
協
力
の
確
保
に
関
す
る
事
項

十

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
気
候
変
動
適
応
に
関
す
る
重
要
事
項

３

環
境
大
臣
は
、
気
候
変
動
適
応
計
画
の
案
を
作
成
し
、
閣
議
の
決
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

環
境
大
臣
は
、
気
候
変
動
適
応
計
画
の
案
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
関
係
行
政
機
関
の
長
と
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

環
境
大
臣
は
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
閣
議
の
決
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
気
候
変
動
適
応
計
画
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
気
候
変
動
適
応
計
画
の
変
更
）

第
八
条

政
府
は
、
最
新
の
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
気
候
変
動
影
響
の
総
合
的
な
評
価
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
気
候
変
動
適
応
計
画
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
速
や
か
に
、
こ
れ
を
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
気
候
変
動
適
応
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
三
章

気
候
変
動
適
応
の
推
進

（
研
究
所
に
よ
る
気
候
変
動
適
応
の
推
進
に
関
す
る
業
務
）

第
十
一
条

研
究
所
は
、
気
候
変
動
適
応
計
画
に
従
っ
て
、
次
の
業
務
を
行
う
。

一

気
候
変
動
影
響
及
び
気
候
変
動
適
応
に
関
す
る
情
報
の
収
集
、
整
理
、
分
析
及
び
提
供

二

都
道
府
県
又
は
市
町
村
に
対
す
る
次
条
に
規
定
す
る
地
域
気
候
変
動
適
応
計
画
の
策
定
又
は
推
進
に
係
る
技
術
的
助
言
そ
の
他
の
技
術
的
援
助

三
・
四

（
略
）

２
・
３

（
略
）

第
四
章

補
則

（
観
測
等
の
推
進
）

第
十
六
条

国
は
、
科
学
的
知
見
に
基
づ
き
気
候
変
動
適
応
を
推
進
す
る
た
め
、
気
候
変
動
及
び
多
様
な
分
野
に
お
け
る
気
候
変
動
影
響
の
観
測
、
監
視
、
予
測
及
び
評
価
並

び
に
こ
れ
ら
の
調
査
研
究
並
び
に
気
候
変
動
適
応
に
関
す
る
技
術
開
発
を
推
進
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
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（
事
業
者
及
び
国
民
の
理
解
の
増
進
）

第
十
七
条

国
は
、
広
報
活
動
、
啓
発
活
動
そ
の
他
の
気
候
変
動
適
応
の
重
要
性
に
対
す
る
事
業
者
及
び
国
民
の
関
心
と
理
解
を
深
め
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る

も
の
と
す
る
。

（
国
際
協
力
の
推
進
）

第
十
八
条

国
は
、
気
候
変
動
等
に
関
す
る
情
報
の
国
際
間
に
お
け
る
共
有
体
制
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
開
発
途
上
地
域
に
対
す
る
気
候
変
動
適
応
に
関
す
る
技
術
協
力
そ

の
他
の
国
際
協
力
を
推
進
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
国
の
援
助
）

第
十
九
条

国
は
、
地
方
公
共
団
体
の
気
候
変
動
適
応
に
関
す
る
施
策
並
び
に
事
業
者
等
の
気
候
変
動
適
応
及
び
気
候
変
動
適
応
に
資
す
る
事
業
活
動
の
促
進
を
図
る
た
め
、

情
報
の
提
供
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
関
係
行
政
機
関
等
の
協
力
）

第
二
十
条

環
境
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
又
は
地
方
公
共
団
体
の
長
に
対
し
、
資
料
の
提
供
、
意
見

の
開
陳
そ
の
他
の
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
非
営
利
活
動
法
人
」
と
は
、
特
定
非
営
利
活
動
を
行
う
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
団
体
で
あ
っ
て
、

こ
の
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。

一

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
団
体
で
あ
っ
て
、
営
利
を
目
的
と
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

社
員
の
資
格
の
得
喪
に
関
し
て
、
不
当
な
条
件
を
付
さ
な
い
こ
と
。

ロ

役
員
の
う
ち
報
酬
を
受
け
る
者
の
数
が
、
役
員
総
数
の
三
分
の
一
以
下
で
あ
る
こ
と
。

二

そ
の
行
う
活
動
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
団
体
で
あ
る
こ
と
。

イ

宗
教
の
教
義
を
広
め
、
儀
式
行
事
を
行
い
、
及
び
信
者
を
教
化
育
成
す
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。
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ロ

政
治
上
の
主
義
を
推
進
し
、
支
持
し
、
又
は
こ
れ
に
反
対
す
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

ハ

特
定
の
公
職
（
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
公
職
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
候
補
者
（
当
該
候
補
者
に
な
ろ
う
と
す
る
者

を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
公
職
に
あ
る
者
又
は
政
党
を
推
薦
し
、
支
持
し
、
又
は
こ
れ
ら
に
反
対
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

３
・
４

（
略
）

○

独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
四
十
三
号
）
（
抄
）

（
機
構
の
目
的
）

第
三
条

独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
は
、
公
害
に
係
る
健
康
被
害
の
補
償
及
び
予
防
、
民
間
団
体
が
行
う
環
境
の
保
全
に
関
す
る
活

動
の
支
援
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
処
理
の
円
滑
な
実
施
の
支
援
、
維
持
管
理
積
立
金
の
管
理
、
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
、
研
究
機
関
の
能
力
を
活
用
し

て
行
う
環
境
の
保
全
に
関
す
る
研
究
及
び
技
術
開
発
等
の
業
務
を
行
う
こ
と
に
よ
り
良
好
な
環
境
の
創
出
そ
の
他
の
環
境
の
保
全
を
図
り
、
も
っ
て
現
在
及
び
将
来
の
国
民

の
健
康
で
文
化
的
な
生
活
の
確
保
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
人
類
の
福
祉
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
業
務
の
範
囲
）

第
十
条

機
構
は
、
第
三
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
。

一
～
九

（
略
）

十

環
境
の
保
全
に
関
す
る
研
究
及
び
技
術
開
発
に
関
し
、
助
成
金
の
交
付
を
行
う
こ
と
。

十
一

前
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

２

（
略
）


